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研究成果の概要（和文）：本研究は、帝政ロシア統治期中央アジア社会の変容を「民衆法廷台帳」と「管区法廷
記録」という二種類の法廷記録を比較対照することによって解明することを目指したものである。本研究ではウ
ズベキスタン共和国中央国立文書館所蔵資料の調査とその分析によって、当該時期の中央アジアにおいてロシア
法がイスラーム法の領域を侵食していく過程の一部を解明した。

研究成果の概要（英文）：This study, which aimed to investigate the change of Central Asian society 
under Russian rule through the comparison of two kinds of court records, "the registers of people's 
court" and "the records of district court," elucidated some aspects of the process in which Russian 
law invaded the jurisdiction of Islamic law in Central Asia in those days. 

研究分野： 中央アジア史

キーワード： 中央アジア史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 帝政ロシアは 19 世紀後半までに西トルキ
スタン全域を征服し、その一部を「トルキス
タン地方 Туркестанский край」として帝国に
併合した。しかしロシアは中央アジア現地の
ムスリム住民に対して一定の自治を認め、特
に司法の領域においてはイスラーム法に基
づく伝統的なカーディー法廷も「民衆法廷 
народный суд」の名称のもとに存続を許した。
そのため帝政ロシア統治下の中央アジアの
法制度に関する研究も、イスラーム法研究・
イスラーム社会史研究の延長線上に行うこ
とが可能である。幸い当時作成された法廷文
書や法廷記録は多く現存していることもあ
って、国内外で精力的に研究が進められてい
る。筆者自身、過去十数年にわたってそれら
イスラーム法廷文書の研究に従事してきた
一人である。 
 しかし筆者はそれらの法廷資料について
研究を進める中で、現地ムスリムの民衆法廷
が出した判決が、ロシア人が管轄する「管区
法廷 окружной суд」（時期によっては「州法
廷 областной суд」）によって破棄される事例
が少なくないことに気が付いた。ロシア人た
ちはイスラーム法の存続を大枠においては
許しながらも、管区法廷を通じてムスリムの
司法に介入しており、それによって中央アジ
ア伝統社会が変容していったことが分かっ
てきたのである。 
 一方、中央アジア近代史に関する先行研究
では、ロシア当局は概して現地ムスリム住民
の法や社会への干渉を控え、いわば「放置」
する政策をとったと説明されることが多い。
上述のようなロシア人による現地ムスリム
司法への介入の様相を明らかにすることで、
そのような従来の中央アジア近代史の理解
に再考を迫ることができるのではないか。そ
の問題意識が本研究の出発点である。 
 
２．研究の目的 
（1）帝政ロシアによる中央アジアのムスリ
ム司法への介入の様子を生々しく伝えてい
るのが、本研究で扱う二つの資料群、すなわ
ち、現地ムスリムの民衆法廷で扱われた案件
をムスリム自身がテュルク語で記録した「民
衆法廷台帳」と、管区法廷で扱われた案件に
ついてロシア語で記録した「管区法廷記録」
である。本研究では、まずそれら法廷資料の
現存状況を把握し、その複写を可能な限り多
く入手することを目指す。それらの資料は現
在主にウズベキスタン共和国中央国立文書
館  O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat 
arxivi に所蔵されている（一部ウズベキスタ
ン共和国内の地方博物館にも残っているこ
とも現地調査により確認している）。現在出
版されている文書館の手引書や、文書館備え
付けの目録は簡略に過ぎるため、現地におけ
るより詳細な調査が必要である。 
 
（2）上述の資料に基づき、ロシア統治によ

る中央アジア社会の変容に関して検討する。
すなわち、ロシア人は司法への関与を通じて
中央アジア社会をどう変えようとし、それに
よって実際に中央アジア社会はどう変わっ
たのかについて、実際の裁判事例に基づき明
らかにしていく。筆者は既に民衆法廷と管区
法廷を結び付ける上訴制度の概要を示して
いるが（引用文献①）、本研究はその制度を
通じたロシア人の関与とその影響をより具
体的に明らかにすることを目指すものであ
る。 
 
３．研究の方法 
（1）ウズベキスタン共和国中央国立文書館
にて資料の現存状況の調査を行う。現地文書
館の目録から関連資料をピックアップして
資料請求し、内容を把握したうえで複写を入
手し、それらの情報を取りまとめて案件のリ
ストアップを行う。 
 
（2）司法を通じたロシア人の介入によって
現地ムスリム社会がいかに変容したか明ら
かにするために、プロテスト案件の時期的差
異について検討する手法をとる。すなわち、
管区法廷においてプロテストがなされた民
衆法廷判決の案件種別の傾向の変遷を明ら
かにし、その変化の背景について考察する。 
 
４．研究成果 
（1）ウズベキスタン共和国中央国立文書館
にて資料調査を行い、1901 年から 1915 年に
かけてサマルカンド管区法廷においてプロ
テスト（異議申し立て）がなされた 260 件の
民衆法廷判決のリストアップを完了し、その
リストは雑誌論文②において提示した。また
それらの判決において作成された法廷資料
の一部の複写を入手した。ただしそれら全案
件の複写を入手するまでにはいたらず、サマ
ルカンド以外の法廷に関しても調査が及ば
なかったため、今後引き続き調査を行う予定
である。 
 また、それら管区法廷で破棄された民衆法
廷判決について記録する民衆法廷台帳の調
査も行ったが、対応する台帳が同文書館に所
蔵されておらず両法廷での記録のセットを
入手できなかったケースも多かった。こちら
についても調査を継続する予定である。 
 
（2）学会発表③ならびに雑誌論文②におい
て、1901 年と 1907 年にサマルカンド管区法
廷で行われた民衆法廷判決に対するプロテ
ストの事例を比較した。 
 1901 年のプロテスト理由は、ロシア法廷で
扱われるべき異民族間訴訟を民衆法廷が扱
った場合など、比較的単純なトルキスタン地
方統治規程違反が多い。それらは民衆法廷が
統治規程の内容を把握していれば容易に避
けられたはずで、未だに統治規程、あるいは
統治規程は遵守されるべきものであるとい
う通念がムスリム社会に十分浸透していな



かったことがわかる。 
 一方、1907 年にはそのような単純な統治規
程違反は減少し、代わりにより微妙な法的判
断を要する複雑な案件や、ロシア法を根拠に
したプロテストが増える。以下若干の具体例
を挙げる。 
 
①強盗 
 三人は騎馬、一人は徒歩の四人の強盗が馬
を盗もうと原告の家に押し入り、その際原告
は騎馬の一人に銃で腕を撃たれた。騎馬の三
人は逃走したが、徒歩の一人が捕えられ被告
となった。民衆法廷は被告に禁固六か月の判
決を言い渡した。 
 その判決に対して管区法廷でプロテスト
が提起され、本件は民衆法廷の管轄外として
その判決は破棄された。 
 殺人のような凶悪犯罪は統治規程により
民衆法廷の管轄外となるが、本件は強盗傷害
であるか殺人未遂であるか自明ではなく、か
つ被告は直接の加害者ではないため、民衆法
廷の管轄外と言えるかどうか微妙な案件と
言える。 
 
②婚姻 
 本件については引用文献①、177-184 頁に
おいても取り上げて詳述しているので、詳細
は省略する。婚姻に関する訴訟は本来民衆法
廷の管轄であるが、本件は管区法廷が介入し
ロシア法を根拠に民衆法廷判決を破棄した
ものである。 
 
③特赦 
 1904 年、当時のロシア皇帝ニコライ二世は
待望の男子（皇太子アレクセイ）の誕生を祝
って特赦令を発した。 
 一方民衆法廷で他人の妻を誘拐した罪で
禁固一年の判決を受けた男がその特赦令の
適用を求め、管区法廷はそれを認めた。 
 この案件は、中央アジアの現地ムスリムは
必ずしも一方的にロシア法を強制される現
状に甘んじていたわけではなく、時には自ら
に有利になるよう積極的にロシア法を利用
していたことを示している。 
 
④併合罪 
 管区法廷においてプロテストが提起され
た民衆法廷判決は必ずしも全てが破棄され
たわけではない。 
 被告は酩酊による風紀紊乱の罪で民衆法
廷において禁固三か月の判決を言い渡され
たが、刑が執行される前にまた同じ罪を犯し
禁固二か月の判決を言い渡された。民衆法廷
はこのような併合罪においては加重主義を
とり、被告に禁固五か月を言い渡した。 
 この判決に対して、吸収主義をとって重い
方の判決である禁固三か月とすべきという
プロテストが管区法廷において提起された。
しかし管区法廷は、本件は民衆法廷の管轄と
してプロテストを棄却した。 

 
 以上のようなプロテスト案件の比較から
次の二つのことがわかる。一つは統治規程が
ムスリム社会に浸透していったことであり、
もう一つはロシア法がイスラーム法の領域
を「浸食」していったことである。 
 
（3）上記の研究と同時に、トルキスタン地
方統治規程の改正過程についての検討にも
着手し、学会発表①においてその概要と方針
を示した。統治規程はロシア統治期を通じて
抜本的に改正されることはなかったが、制定
後に生じた新たな事情により一部の条文が
改正されていった。 
 
（4）以上の研究成果を中央アジア近代史研
究に位置付けると以下の通りである。 
 帝政ロシア統治期の中央アジアにおいて、
ロシア人は法規定においては現地ムスリム
の司法上の独立をある程度認めながらも、法
実践の場ではロシア法の適用範囲を拡大す
るべく努めていた。従って、ロシア当局は中
央アジア・ムスリム社会への関与に消極的で
あったという従来の理解は修正する必要が
ある。またその後ロシア革命を経てソヴィエ
ト時代になるとイスラーム法は撤廃された
が、その際中央アジア社会が大きな混乱もな
く社会主義を受け入れたのはなぜか、という
問いが最近の中央アジア法制史においてな
されており、ロシア法とイスラーム法との類
似性・共通性にその理由を求める説が提示さ
れている（引用文献②、6 頁）。本研究の成果
から言えることは、ロシア法・イスラーム法
の親和性の有無とは別に、ソヴィエト時代に
先行する約半世紀の帝政ロシア統治期にお
いて既に中央アジアのムスリム社会はある
程度ロシア法に順応しており、それがソヴィ
エト時代の非イスラーム的法制度の受容を
準備したのではないか、ということである。 
 もっとも、以上のような結論は未だ一部の
裁判事例に基づく仮説にすぎず、当時の中央
アジア法制度におけるイスラーム法とロシ
ア法との関係を明らかにするためには、より
網羅的に当時の裁判事例を検討しなければ
ならない。またイスラーム法とロシア法との
相克に関する理解を深め、ムスリムにとって
のロシア法受容の難易を個々の法的問題に
ついて判定していく必要がある。以上二点を
今後の課題としたい。 
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